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　65歳以上の人を対象に、老人憩の家や地域の集会所で
の健康チェック、体操、創作などを行います。

時間帯 場　所日にち

いきいき倶楽部
長寿課　56-0639

　8月26日（金）13：30～15：30
　福祉の家 会議室　
　認知症の人を介護している家族
　無料　　事前申込不要

長寿課　56-0639
認知症家族交流会

記事ID 4740

8月3日(水)

8月10日(水)

8月17日(水)

8月24日（水）

8月31日（水）

介護の未来はどうなるの？
～地域で暮らす「私」のために、できること～
　超高齢社会をむかえ、長久手市においても高齢化率は高まり続け、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯も増えてい
くことが想定されます。こうした状況の中、高齢者が住み慣れた地域でいつまでもいきいきと暮らし続けられるよう、
地域での支え合いを強めるとともに、高齢者自身も自らの健康に気を配り、地域の中に役割を持って暮らしていく
ことが望まれます。
　これからの時代、自分自身の地域での暮らしをどう形づくっていくのが良いのか、いっしょに考えてみませんか。
　8月20日（土）14:00～　　福祉の家2階　集会室
　講師　内藤佳津雄 氏（日本大学教授）　　無料　　不要

記事 ID 8991記事 ID 3391 長寿課　56-0639　
NPO法人つづら
090-8159-3993ほっと一息

家族同士で集まって介護の
悩みを話したり、情報交換
してみませんか？

福祉の家の施設情報
記事ID 3403福祉の家　64-6500　

歩行浴インストラクターのアドバイス日時
8月30日(火)　10：00～11：00
歩行浴室・福祉浴室ともに利用中止
8月11日(木)10:00～11:30
　　25日(木)10:00～11:30
歩行浴室のみ利用中止
8月5日、19日、26日（金）
13:00～15:00
温泉スタンドの休止日
8月1日(月)

運転免許証自主返納者への
マナカチャージ券交付
　今年度から、自動車運転免許を自主返納された高齢者に、マナカチャージ券を交付しています。
　マナカチャージ券を5,000円分交付。
　満65歳以上の人で、平成28年度内に運転免許証を自主返納された人
　健康保険証などの身分証明書と申請による運転免許の取消通知書の写しの２点を持って長寿課窓口にて手続き。

記事 ID 3374長寿課　56-0631　

認知症家族支援プログラム
　認知症の人を介護している家族への講座を開催します。認知症の知識の取得、仲間づくり、個別相談などのサポー
トを行います。1人で悩まず、ぜひご参加ください。
　9月8日（木）、10月13日（木）、11月10日（木）、12月8日（木）、平成29年1月12日（木）、2月9日（木）【全6回】
9月8日は10:00～14:00、それ以外は13:00～16:00
　福祉の家２階　会議室など
　認知症初期から中期の介護を中心に行っている介護者等で全６回参加できる人　定員２０人（初受講者優先）
※介護をしていない人、仕事で介護に携わっている人は対象外
　無料（第１回の昼食代のみ自己負担）
　８月25日（木）までに申込書を長寿課に提出。申込書は長寿課窓口で配布、または市　からダウンロードできます。

記事 ID 9092 長寿課　56-0639　

在宅医療サポートセンター講演会
～認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して～
　9月22日（木・祝）14:00～　　文化の家　風のホール　　無料　　不要
　第1部
　基調講演その１
　「認知症と成年後見制度　最後まで自宅で暮らすために」（尾張東部成年後見センター　住田敦子氏）
　基調講演その２
　「様々な職種や地域との連携が大切と感じた認知症ケアの実際」（あすわひのきケアプランセンター　下鶴紀之氏）
　「地域包括支援センターの活用と認知症ケアパスについて」（社会福祉協議会地域包括支援センター　西あずみ氏）
　第２部　それぞれの立場から

記事 ID 8934
東名古屋医師会　在宅医療サポートセンター　75-5512

茜老人憩の家（打越）
楓老人憩の家（東狭間）
下山集会所
先達集会所
老人憩の家「椿荘」
（　岩６地区）
長久手ニュータウン
集会所（岩作三ケ峯）
老人憩の家「椿荘」
（　岩７地区）

上川原集会所

蟹原シーズンズ

長配三丁目集会所

10:00～12:00
13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30

10:00～12:00

14:30～16:30

10:00～12:00

13:30～15:30

10:00～12:00

13:30～15:30

　申請により「限度額適用認定証」を交付しています。
　入院または高額な外来診療を受ける場合に、認定証を
医療機関に提示することにより、１カ月ごとの医療費が高
額になった場合でも、支払金額が世帯ごとの自己負担限
度額までになります。

　申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交
付します。認定証を医療機関に提示することにより、入院
時の食事代・居住費の自己負担額が減額されます。

　保険証と印鑑を持って、保険医療課で申請してください。
　現在、交付されている「認定証」の有効期限は、7月31
日です。現在交付中の人には申請書を送付しています。
必要な人は更新手続きを行ってください。
※国民健康保険税の滞納がある人や平成27年中の税の
申告をしていない人は、「認定証」が発行できないことが
あります。
※「認定証」を持たずに入院または高額な外来診療を受
け、高額な医療費を支払った場合は、後日申請により自
己負担限度額を超えた分を支給します（対象者には受診
月の約2か月後に申請手続きの案内文を送付します）。

国民健康保険 保険医療課　56-0618
対象者
・70歳未満の人

・70歳以上75歳未満の人で、平成28年度市民税非課税
世帯の人

更新手続きのお願い
記事ID 7370

記事ID 472

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
～外来、入院ともに窓口での支払いが限度額までとなります～

後期高齢者医療制度 保険医療課　56-0617
　後期高齢者医療制度加入者で、平成28年度市民税非課
税世帯の人に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交
付します。事前に保険医療課窓口で申請することにより、
入院時の食事代・居住費の自己負担額が減額されます。

※現在、交付されている「認定証」の有効期限は7月31日
ですので、8月以降も該当となる方には、7月中に郵送しま
す。更新手続きは不要です。
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http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8991
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8934
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7370
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=472



